
令和７ 年８ 月 22 日 
 

総合評価方式（ 建設工事） における「 担い手確保・ 育成への取組」 の評価内容の見直し について 
 

令和６ 年６ 月から土木一式工事おいて評価をし ている「 担い手確保・ 育成への取組」 について、 令和６ 年３ 月に策定さ れた「 三重県建設
産業活性化プラン２ ０ ２ ４ 」 の取組方針に合わせて建設業者団体及び建設業者団体地域組織の取組の内容を変更し ます。  

 
１  改正箇所 

（ １ ） 建設業者団体の取組実績 
②高校教員と の交流会の開催 

・「 高校教員」 を「 高校等教員」 へ、「 普通科高校」 を「 工業系高校以外の高校等」 へ対象を広げます。  
   ③女子学生と 女性技術者と の交流会の開催 

・「 工業系高校」 を「 高校等の生徒、 短期大学または大学」 へ対象を広げます。  
（ ２ ） 建設業者団体地域組織の取組実績 

①「 現場見学会（ 高校等、 中学校）」 を「 現場見学会（ 大学、 短期大学、 高校等、 中学校、 小学校）」 へ対象を広げます。  
②「 出前授業（ 高校等）」 を「 出前授業（ 大学、 短期大学、 高校等、 中学校、 小学校）」 へ対象を広げます。  
③「 実習授業（ 高校等）」 を「 実習授業（ 大学、 短期大学、 高校等）」 へ対象を広げます。  

『 ※「 高校等」 と は、 高等学校、 中等教育学校、 特別支援学校及び高等専門学校をいいます。』 を記載 
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・「 建設業者団体」 による前年度又は当該年度の担い手確保・ 育成への取組実績を評価し ます。  
※「 建設業者団体」 と は、 建設業法第27条の37で規定する団体を指し ます。  

・ 評価対象と なる企業は、 団体に属する企業と し ます。  
・ 取組実績と は、 下記のすべての実績をいいます。  

①Ｓ Ｎ Ｓ （ Ｘ 等） を活用し た建設業の魅力発信 
（ 現場見学会や実習授業等、 団体取組の発信）  

※対象年度に24回以上更新 
②高校等教員と の交流会の開催 
 ※評価の対象は、 県内すべての工業系高校教員を対象と し た交流会、 又は県内５ つの地域（ 北勢・ 中南

勢・ 伊勢志摩・ 伊賀・ 東紀州） のう ち、 いずれかの地域の工業系高校以外の高校等教員を対象と し た交
流会と し ます。  

③生徒・ 学生と 女性技術者と の交流会の開催 
（ 高校等の生徒、 短期大学または大学の学生と 建設企業の女性技術者と の交流会）  
④入職前の職業教育及び入職後の教育訓練の実施 
（ 就職内定者研修、 新入社員研修など）  
※「 高校等」 と は、 高等学校、 中等教育学校、 特別支援学校及び高等専門学校をいいます。  
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・「 建設業者団体」 の各地域組織（ 支部、 ブロッ ク等） による直近過去２ 年度又は当該年度の 
担い手確保・ 育成への取組実績を評価します。  
※「 建設業者団体」 とは、 建設業法第27条の37で規定する団体を指します。  

・ 評価対象となる企業は、「 建設業者団体」 の地域組織に属する企業とします。  
・ 取組実績とは、 下記のいずれかの実績をいいます。  

①現場見学会（ 大学、 短期大学、 高校等、 中学校、 小学校）（ 発注者と共同開催したものは除く ）  
②出前授業（ 大学、 短期大学、 高校等、 中学校、 小学校）  
③実習授業（ 大学、 短期大学、 高校等）  
※「 高校等」 とは、 高等学校、 中等教育学校、 特別支援学校および高等専門学校をいいます。  
※10名以上を対象とした場合に評価。ただし、10名以上の参加が見込めない場合（ 小規模な学校や学校側との調

整の結果） は、 参加者が10名未満でも評価します。  
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・「 建設企業」 による担い手確保・ 育成への取組実績を評価します。  
・ 取組実績とは、 下記の取組のう ち、 ２ つの実績をいいます。  
・ ①、 ②、 ③の取組については、 公告時点で社則等に規定されていることをいいます。  
・ ④の取組については、 直近過去２ 年度又は当該年度の実績をいいます。  

①キャリアパスの策定 
※技術職、 技能職、 事務職別に策定 
※役職、 経験年数（ 目標年齢）、 職務内容、 必要とする資格や能力が記載されていること 
②キャリアアッ プの支援（ 資格取得の支援制度）  
※資格取得のための試験・ 研修の費用負担、 技能や資格取得に伴う 一時金や手当の支給、 職場内での学習制度 
③福利厚生の充実（ 社員の安定した生活環境を確保するため、 企業型DC、 職場i DeCo、 職場積立NI SAのいずれか
の制度を導入）  
※資産を形成する私的年金や投資を企業がサポート（ 掛金の企業負担、年金制度の情報提供、投資を学べる機会

の提供、 給料天引きなど）  
④ハラスメ ント 研修の開催 
※「 フレンテみえ」 等が実施している企業向け研修の受講 
※研修には、 従業員の半数以上かつ役員の半数以上が出席 
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３  適用日 

令和７ 年１ ０ 月１ 日以降に公告を行う 案件から適用し ます。  
※令和７ 年４ 月１ 日以降に実施さ れたものは評価の対象と し ます。  

 
 
【 総合評価方式に関する問い合わせ先】  

三重県県土整備部公共事業運営課 総合評価班 TEL： ０ ５ ９ －２ ２ ４ －２ ６ ９ ６  

令和７年９月２５日

 四日市港管理組合 経営企画部 建設課   TEL:059-366-7028
               防災営繕課 TEL:059-366-7026



令和７年 ５月２７日 

 

 

総合評価方式（建設工事）における 
「担い手確保・育成への取組」の 

評価対象の変更について 

 

 

若手入職者の確保・育成を進めるため、総合評価方式（建設工事）において、「担い手確保・育

成への取組（２）」の評価を令和６年６月から行っているところですが、近年の労務費や資材単価

等の高騰に伴い工事価格が上昇している事を受け、「発注方法の取扱いについて」における入札参

加者の等級区分を決める価格等が令和７年６月より改正されたことに伴い、この評価の対象工事

についても令和７年６月より下記のとおり見直します。 

 

１ 対象工事 発注工種： 土木一式工事 

 予定価格： 
（現行） 

５千万円以上３億円未満 

    ↓ 

  
（改正） 

５千万円以上４億円未満 

 ※評価配点や評価内容については変更ありません 

  

２ 適用時期 令和７年６月１日以降公告にかかるものから適用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合評価方式に関する問合せ先】 

四日市港管理組合 経営企画部 建設課   TEL:059-366-7028 

               防災営繕課 TEL:059-366-7026 
 



総合評価方式（建設工事）における 
「担い手確保・育成への取組（２）」の評価について 

【令和６年６月より適用予定】 

令和５年 ６月１９日 








